令和７年度 （仮称）サンサンファーム運営事業者公募型プロポーザル実施要領
 
１ 目的・趣旨 　

この要領は、「令和７年度（仮称）サンサンファーム運営事業者公募型プロポーザル」の実施及び参加方法について、必要な事項を定めるものです。
本市の海岸線地域ビジョン実施計画においては、リーディングプロジェクトの一つとして「サンサンファームの復活」が位置づけられています。これに基づき、単にこれまでの直売所を中心とした機能を再生するのではなく、多目的機能を有する拠点への転換を図り、地域内外から目的地とされる交流拠点を目指すこととしています。
しかし、この実現に当たっては、強固な経営基盤に裏付けられた集客力・集荷力ある企業が中心的な存在となりながら、生産者、加工業者、各種団体、行政など地域の多様なステークホルダーと共創しながら取り組む必要があります。
このことから、経営基盤を踏まえたマネジメントやマーケティング能力、地域の魅力を最大限に活用できる高いスキル、本市の実態に合わせた独自の視点からの提案とその検討を行う積極性が求められることから、プロポーザル方式により施設運営事業者を選定します。
　
※プロポーザル方式とは、最も優れた提案をした者を本要領に従い施設運営事業者として決定し、市有財産
の賃貸借契約を締結するものです。
 
２ 施設の概要 

（１）施設の名称　（仮称）サンサンファーム（大須賀物産センター）
（２）施設の所在地　掛川市大渕1456番312
（３）施設の概要
　　　　①敷地面積　5917.77㎡（駐車場を含む）
②床面積
・物産館　    431㎡（鉄骨１階建）
　　　　　・旧愛菜市　　56.7㎡（鉄骨１階建）
　　　　　・愛菜市　　 391.6㎡（鉄骨２階建）　１階 283.6㎡、２階 108㎡
　　　　　・屋外トイレ　66.5㎡（鉄骨１階建）
（４）主要施設
①物産館　（農産物・特産物販売所、加工所、事務室）
②旧愛菜市（農産物販売所）
③愛菜市　　（１階 農産物販売所・加工室・倉庫、２階 会議室）
④屋外トイレ（小７、洋式５、和式３　多目的１）
⑤駐車場　　（普通車73台、大型車５台の駐車可）
（５）賃貸借契約期間　契約締結の日から令和18年３月31日まで
（６）貸付料　　　　  契約金額 年300万円以上（月額25万円以上）　
※消費税込み、応募者の提案額による 
　　　
３ 問い合わせ・書類提出先担当部署

（１）部署名　経営企画部企画政策課経営戦略係 
（２）住所　　〒４３６－８６５０　掛川市長谷一丁目１番地の１
（３）担当　　齊藤奈津子、都築良樹
電話　　０５３７－２１－１１２７（直通）
　　　　　　　　ＦＡＸ　０５３７－２１－１１６７
メール　kikaku@city.kakegawa.shizuoka.jp

４ 参加資格要件

本プロポーザルに応募できる事業者等は、次に掲げる要件をすべて満たすこととします。 
なお、申請書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないことが判明した場合、要件を満たすまで、参加資格者として取り扱わないこととします。
 
（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこと
（２）掛川市一般競争（指名競争）入札参加資格を得るに必要な能力を有していると市が判断できる者であること
（３）会社更生法（平成14年法律第154号）の規定に基づく更生手続き開始の申し立てまたは民事再生法
（平成14年法律第225号）の規定に基づく再生手続き開始の申し立てがなされていないこと 
（４）国税及び地方税を滞納していない者であること 
（５）法人格を有している者であること
（６）掛川市物品購入等契約の指名停止実施要綱もしくは掛川市工事請負契約等入札参加停止等実施要綱の規
定による指名停止措置を受けていない者であること
（７）掛川市暴力団排除条例（平成24 年掛川市条例第27 号）第２条第１号に規定する暴力団（以下「暴力
団」という。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していない者


５ 事業所選定スケジュール

	NO
	内容
	期間

	１
	募集開始（市ホームページに掲載）
	令和８年２月10日（火）

	２
	質問受付（電子メールにて）
	令和８年３月６日（金）午後５時まで

	３
	質問回答（市ホームページに掲載）
	令和８年３月10日（火）

	４
	参加申込書及び企画提案書等の提出
	令和８年３月13日（金）午後５時必着

	５
	審査会（プレゼンテーション）
	令和８年３月24日（火）予定

	６
	選定結果の通知
	令和８年３月31日（火）予定

	７
	土地建物賃貸借契約
	仮契約；令和８年４月上旬、本契約：令和８年７月上旬

	８
	開業
	令和８年10月１日



※重要事項
※１　本公募プロポーザルによる選定結果は、令和８年２月及び６月市議会定例会で関連議案の議決をもっ
て成立された場合に限り成立する。
　※２　令和８年２月市議会定例会提出議案「（仮称）サンサンファーム関連予算案」
令和８年６月市議会定例会提出議案「（仮称）サンサンファーム土地建物賃貸借料の減免」

６　質問受付・回答

（１）質問方法 
　　・質問は、質問受付期間中に電子メール(様式任意)により提出してください。会社名、担当者名、電子
メールアドレス、電話番号を併記してください。
質問提出先は「３ 問い合わせ・書類提出先担当部署」のとおりです。質問の際には、送付件名に
「【質問】（仮称）サンサンファーム・公募プロポーザルについて」と明記してください。
 
　①質問書の提出時には、必ず電話により到着確認を行うこと  
②質問内容は簡潔な文章とすること

（２）回答方法  
・業務の内容等に関する質問については、質問者匿名にて掛川市ホームページ上で回答を掲載します。


７　参加申込書及び企画提案書の提出

以下の書類を提出期限までに「３ 問い合わせ・書類提出先担当部署」へ提出 (郵送可)してください。
なお、参加申込後、参加を取りやめる場合は審査会の２日前までに参加辞退届（様式３）を提出してください。辞退しても今後不利な扱いを受けることはありません。 

（１）提出書類
　　①参加申込書（様式１）１部
②企画提案書提出届（様式２）１部 
③企画提案書（様式自由） 正本１部　副本９部 
④参加辞退届（様式３）１部
⑤実施体制調書（様式４）正本１部　副本９部
⑥投資計画書（様式５） 正本１部　副本９部
⑦土地建物賃貸借料の提案書（様式６）
　　⑧定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類の謄本
⑨法人の場合は、当該法人の登記簿謄本
⑩直近３ヵ年における事業報告書、貸借対照表、損益計算書（販売費及び一般管理費の明細があるもの）
⑪直近１年間の法人税、消費税及び地方消費税、都道府県民税、市町村税の納税証明
⑫グループで応募する場合は、コンソーシアム申請構成表（様式７）
⑬グループで応募する場合は、コンソーシアム協定書（様式自由）
⑭その市長が必要と認める書類等

（２）企画提案書等の提出書類に関する注意点
　　・上記（１）提出書類は、日本工業規格Ａ４で作成してください。Ａ４以外のサイズを用いる場合はＡ４
サイズに折りたたんでください。 
 
（３）その他、注意事項
　　①企画提案書は見積書を除き10ページ以内で作成すること 
②見やすいもの、わかりやすいものとすること  
③本要領に示す目的・趣旨を達成するため、出来得る限りの提案をすること。また、本件の候補者選定においてプロポーザルを採用する点に鑑み、業務概要に示す本市の要求事項にとらわれず、応募事業者の専門性を生かした提案に努めること  

④提出書類に不備がある場合は、訂正を求めることがある。その場合、提出期限までに訂正がなければ失
格とする。なお、提案内容については、提出後の修正や追加は一切認めない 
⑤企画提案書提出後の著作権については、提案者に帰属するものとする。ただし、契約締結後は、掛川市
に帰属するものとする。

８ 審査会の実施

（１）実施日
　　・令和８年３月24日（火）時間未定
（２）実施時間
　　・プレゼンテーション20分程度（予定）　質疑応答15分程度（予定）
（３）実施内容
　　・提出した企画提案書に基づいてプレゼンテーションを行ってください。
（４）説明者
　　・３名以内としてください。
（５）機材
　　・プロジェクターとスクリーンは、本市で準備します。その他必要な機材は説明者が準備してください。（６）その他
　　①開催時間と開催場所は別途連絡する
　　②開催時間は、応募状況により変更する場合がある。その場合は、別途連絡する
　　③プレゼンテーションを行う者は、本事業に従事する者が行うこと。
　　④プレゼンテーションでは、提案者が特定できるような情報（団体名、代表者、氏名、住所等）を表現
及び対応はしないこと
　　⑤プレゼンテーションでは、事前に提出された企画提案等に沿って行うこととし、資料追加は認めない

９ 審査の流れ、評価基準等 

（１）プレゼンテーション及び質疑応答
　　①提出された企画提案書等について、企画提案者によるプレゼンテーション及び質疑応答を実施し、評価
基準に従い審査を行う
　　②評価基準（配点は選定委員１名あたり）
　　　・別紙１のとおり
　　　・ただし、各選定委員の合計点数の平均点が６割を超える応募者がいなかった場合は、施設運営候補者を選定しない
 

（２）候補者の決定 
①提案された企画提案書を審査し、最高得点を獲得した提案者を施設運営候補者として選定する。その
上で審査委員による総合的な協議を行い、施設運営を委ねるにふさわしいと判断した場合は施設運営
事業者として決定する。
②施設運営事業者の決定に至らなかった場合は、再度公募プロポーザルを行うものとする 

（３）選考結果の通知
　　・施設運営事業者決定後、すみやかに市ホームページ上にて結果を公表する
なお、応募者自身の評価については、市にその理由の説明を求めることができる

１０ 契約手続き
 
（１）契約手続 
①審査により決定した施設運営事業者と仮契約を締結する。本契約は、令和８年６月議会提出議案
「（仮称）サンサンファーム土地建物賃貸借料の減免」の議決をもって仮契約を本契約に変える
②対象施設は令和８年度老朽化対策工事完了後の現状で賃貸借するものとし、隠れた瑕疵について市は
一切の責任を負わない
　　③賃貸借期間は１０年間とする。また賃貸借料は３年ごとに見直しを行い、見直しに際しては双方協議の上、決定する
　　④賃貸借料は開業時から支払い義務が発生し、月中に開業した場合はその月から賃貸借料が発生する
　　　なお、その場合の当該月の賃貸借料は日割り計算により算定する

１１ 施設運営の内容等

（１）施設運営の内容
①生鮮品、加工物、その他地域の特産物の販売
②施設運営者が企画する商品の販売及びイベントの実施
③よこすかしろ、沖ちゃん塩など地域の伝統的特産物の製造体験・販売
④地域振興策の企画運営に当たっては、掛川市及び地域の有識者を含めた実行委員会とともに行なうこと
⑤開業に向けての地域説明会を掛川市とともに行うこと
⑥掛川市海岸線地域ビジョンへの協力に関すること
⑦その他掛川市からの依頼に協力すること
（２）土地・建物の施設管理は施設運営者が行うが、次のものは市が対応する（別紙２参照）
①緑化管理
②屋外トイレの管理
③建物の躯体、防水、外装及び基幹的な設備等の改修整備、修繕費用
　・ただし、１件につき10万円未満の現状機能を回復するための簡易な修繕又は工事については、施設
運営事業者が行うことができる。
また、利用者の安全確保のために緊急を要する修繕工事の場合は、10万円を超えるものであっても
施設運営事業者が行うことができる。この際に要した費用は、施設運営事業者の請求に基づき市が負
担する。
④地震その他災害発生時の建物に関する復旧費用
⑤浄化槽法定検査
⑥浄化槽保守点検
⑦消防用設備点検
⑧自動ドア保守点検
⑨自家用電気工作物保安管理

（３）禁止事項
次の事項については、禁止する。禁止事項を行った場合は契約を解除する。
①店舗を著しく汚損し、又は騒音、振動若しくは悪臭を発生するおそれのあるもの
②公の秩序または善良な風俗を乱す恐れがあると認められる行為
③宗教活動又は政治活動を主たる目的とするもの
④集団的または常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある組織の利益になると認められる行為
⑤その他市長が本施設の使用を不適当と認めるとき

（４）施設の名称
・公募プロポーザルにおいては、施設の名称を（仮称）サンサンファームとしているが、施設名称の決定
に当たっては、地域住民の意見を聞いて決定してください。

１２ 市の支援制度
（１）趣旨
　　・決定した施設運営者の初期投資を呼び込み、施設の集客力等の向上により海岸線地域の振興に繋げるこ
とを目的として、様式５「設備投資計画表」により提示された投資額に応じて補助金を支給する支援
制度の創設を予定しています。

（２）補助制度の概要（予定）
①補助金額　上限3,000万円
②補助率 　 投資額の１／２
③補助期間  令和８年度（単年度）
④施設運営者の投資により形成された資産の取り扱い
　・投資に関する事業計画が提出された際の事前協議結果に基づき、賃貸借契約期間満了時又は、施設運営者交代時において、譲渡、残存価値による買い取り、撤去等の処理を行います。
ただし、施設運営者の責めに帰すべき理由により、施設運営者が交代する場合は、掛川市は事前協議
の結果に関係なく残存価値による買い取りを行いません。
⑤留意事項
・補助金の交付には、市議会の議決を必要とします。議会の議決が得られなかった場合は補助金支給
ができませんので、あらかじめ御了承ください。
（令和８年２月市議会定例会関連議案「（仮称）サンサンファーム関連予算案」）

１３ その他の留意事項

（１）失格要件
　　・応募者が参加表明書を提出した日から契約締結の日までに、次のいずれかに該当した場合は、失格と
なることがあるので留意してください。
①提案書等に虚偽の記載があることが発覚したとき
②市から指名停止処分を受けたとき 
③本プロポーザル実施要領に示す条件に適合しない場合 
④提出書類に記載すべき事項が記載されていない場合 
⑤会社更生法に基づく更生手続きの開始の申立て及び民事再生法に基づく再生手続き開始の申立て等がな
されたとき 
⑥担当課の職員に連絡を求めるなど、公平性を害する行為があったと認められたとき 
⑦その他本プロポーザル実施要領に違反すると認められた場合 
（２）提出された書類全ての作成、提出にかかる費用は、提案者の負担とします。
（３）提出された書類は、返却しません。
（４）提出された書類は、本プロポーザルに係る審査目的の範囲内で複製することがあります。
（５）提案された内容については、確実な履行を求めます。
（６）応募者は、審査結果に異議を申し立てることができません。
（７）本件に係る情報公開請求があった場合、提案内容やノウハウ及び提案への評価に関する部分を除き、掛
川市情報公開条例（平成17年４月１日条例第15条）に基づき、提出書類を公開する場合があります
別紙１
　評価基準表
	№
	評価項目
	評価基準
	評価の視点
	配点

	１
	ＤＥＩに関する
取組について
	 
	応募者は、自身の組織内においてＤＥＩの理念に基づき、年齢、性別、国籍、障がいの有無などに関係なく誰もが活躍できる環境作りに取り組んでいるか。
	10点

	２
	出店への意欲
	積極性
	当施設の運営に関し、公募内容や地域に対して積極的に関わる姿勢があるか。
（生産者、よこすかしろ、沖ちゃん塩等、地域振興策の提案）
	10点

	３
	店舗計画
店舗運営
	実現性 
	店舗利用は実現性・実効性がある内容か。
	10点

	
	
	利便性
 
	①サービス内容はお客様や出荷者など施設に関係する方が利用（購入、出荷など）しやすい内容となっているか。
	10点

	
	
	
	②従業員の対応はお客様や出荷者などに満足できるものであるか。
	5点

	
	
	安全性・維持管理
	施設の安全対策は適切であるか。
	5点

	
	
	維持管理
	施設の維持管理は適切であるか。
	5点

	
	
	独創性
	オリジナルのアイデアや他店舗の好事例などから店舗運営を検討しているか。
	10点

	
	
	魅力
 
	一度は行ってみたい、繰り返し訪れたいと思うような店舗計画か。
	15点

	４
	実施体制
	実績
	本業における運営面での実績はどうか。
	10点

	
	
	継続性
	一過性のものではなく、継続できる企業運営を行っているか。常に変革をし、時代に合わせた経営ができているか。
	10点

	５
	財務状況
	安全性
	・直近の損益状況（黒字・赤字）
※一過性の赤字など理由のある場合は勘案して評価すること。
・資産・負債の状況（債務超過か否か）
・キャッシュフローの状況
	20点

	 
	合計
	 
	 
	120点


別紙２
責任等分担表 
	項目
	市
	使用者

	水道光熱費
	 
	○

	警備費
	 
	○

	通信費
	 
	○

	清掃費
	 
	○

	緑化管理
	○
	 

	施設設備等の損傷
	管理上の瑕疵による施設・設備・備品等の損傷
	 
	○

	
	経年劣化等管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品等の損傷
	協議事項

	損害賠償
	管理上の瑕疵による施設・設備・備品等の不備による事故や火災等に伴う利用者への損害
	 
	○

	
	管理上の瑕疵によらない施設・設備・備品等の不備協議事項による事故や火災等に伴う利用者への損害
	協議事項

	不可抗力
	自然災害等による施設・設備・備品等の損傷、利用者への損害、臨時休業等に伴う運営リスク
	協議事項

	制度法令
	施設管理・運営に影響を及ぼす法令等の変更
	〇
	

	
	使用者自身に影響を及ぼす法令等の変更
	
	〇

	税制度の変更
	施設管理・運営に影響を及ぼす税制変更
	〇
	

	
	一般的な税制変更
	
	〇

	運営リスク
（管理運営の中止、中断）
	管理上の瑕疵による施設・設備・備品等の不備による事故や火災等に伴う臨時休業等の運営リスク
	
	〇

	施設の基幹的設備の整備・改修
	〇
	

	施設の修繕、改修等（ただし、運営事業者の提案に基づくものは除く）
	協議事項
１件10万円以上の場合
	〇
１件10万円未満の場合

	施設の管理運営（※屋外トイレは除く）
	 
	〇

	利用者及び地域住民等からの要望、苦情及び訴訟等対応
	 
	〇

	備品等の維持管理（物品の盗難、施設の損壊、情報漏洩等）
	 
	〇

	第三者への賠償
	 
	〇

	災害時対応
	現場対応
	 
	〇

	
	指示
	〇
	 

	事故、火災等による施設の復旧
	協議事項

	天災その他不可抗力による施設の復旧
	〇
	



